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大
阪
府
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
条
例 

（
設
置
） 

第
一
条 

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
九
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
府
が
定
め
る
都
道
府
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方

針
そ
の
他
の
重
要
事
項
を
審
議
さ
せ
る
た
め
、
大
阪
府
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
（
以

下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

（
組
織
） 

第
二
条 

協
議
会
は
、
委
員
十
五
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

２ 

委
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
人
数
を
知

事
が
任
命
す
る
。 

一 

被
保
険
者
を
代
表
す
る
者 

四
人 

二 

保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十

二
号
）
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
を
い
う
。
）
を
代
表

す
る
者 

四
人 

三 

公
益
を
代
表
す
る
者 

四
人 

四 

被
用
者
保
険
等
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被

用
者
保
険
等
保
険
者
を
い
う
。
）
を
代
表
す
る
者 

三
人 

３ 

委
員
の
任
期
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

（
会
長
） 

第
三
条 

協
議
会
に
、
会
長
を
一
人
置
き
、
公
益
を
代
表
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
全
委
員

が
こ
れ
を
選
挙
す
る
。 

２ 

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
準
じ
て
選
挙
さ
れ
た
委
員
が
そ
の
職

務
を
代
理
す
る
。 

（
会
議
） 

第
四
条 

協
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
会
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。 

２ 

協
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の

決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
報
酬
） 

第
五
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
報
酬
は
、
出
席
日
数
に
応
じ
て
、
そ
の
都
度
支
給
す
る
。 

３ 

委
員
の
う
ち
府
の
経
済
に
属
す
る
常
勤
の
職
員
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
報
酬
を
支

給
し
な
い
。 

（
費
用
弁
償
） 

第
六
条 

委
員
の
費
用
弁
償
の
額
は
、
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪

府
条
例
第
三
十
七
号
）
に
よ
る
指
定
職
等
の
職
務
に
あ
る
者
以
外
の
者
の
額
相
当
額
と

す
る
。 

２ 

前
項
の
費
用
弁
償
の
支
給
に
つ
い
て
の
路
程
は
、
住
所
地
の
市
町
村
か
ら
起
算
す
る
。 

（参考）平成 28年 10月 28日施行 



３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
の
う
ち
府
の
経
済
に
属
す
る
常
勤
の
職
員
で

あ
る
者
の
費
用
弁
償
の
額
は
、
そ
の
者
が
当
該
職
員
と
し
て
公
務
の
た
め
旅
行
し
た
場

合
に
支
給
さ
れ
る
旅
費
相
当
額
と
す
る
。 

（
支
給
方
法
） 

第
七
条 
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
方
法
に
関
し
、
こ
の
条
例
に
定
め
が
な
い

事
項
に
つ
い
て
は
、
常
勤
の
職
員
の
例
に
よ
る
。 

（
委
任
） 

第
八
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が

定
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


